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2024年 6月 5日 

TMI総合法律事務所 

 

 

第 184回 TMI月例セミナーのご案内 
 

「『ヘルスケア×新規事業』起業家・開発者が知っておきたい法的チェックポイント」 

 
 

 日  時 ： ≪会場開催≫ 

  【東京オフィス】 

  2024年7月3日（水）14：00～15：45（受付開始13：30） 

 

  【名古屋・大阪・神戸・福岡オフィス】※東京からの同時中継となります 

  2024年7月3日（水）14：00～15：45（受付開始13：30） 

   

  ≪オンデマンド配信≫ 

  2024年7月26日（金）10：00～同年8月23日（金）16：00 

  ※Vimeoによるオンデマンド配信となります。 

  ご利用にあたってはこちらの注意事項をご一読の上 お申し込みください。 

   

 会  場 ： 【東京オフィス】   〒106-6123   東京都港区六本木6-10-1 

                               六本木ヒルズ森タワー22階 セミナールーム 

  【名古屋オフィス】 〒460-0003   愛知県名古屋市中区錦1-11-11 

                               名古屋インターシティ3階 

  【大阪オフィス】   〒530-0017   大阪府大阪市北区角田町8-1 

                               大阪梅田ツインタワーズ・ノース36階 

  【神戸オフィス】 〒651-0088   兵庫県神戸市中央区小野柄通7-1-1 

                日本生命三宮駅前ビル12階 

  【福岡オフィス】 〒812-0011   福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-22 

                九州フィナンシャルグループ福岡ビル8階 
 

※名古屋・大阪・神戸・福岡オフィスは東京からの同時中継にて実施いたします。 

※受付事務との関係で、セミナー開始後30分以降は、入室をご遠慮いただくことがござい

ます。 

※質疑応答は東京オフィス会場のみ受け付けいたします。 

 名古屋・大阪・神戸・福岡オフィス会場及びオンデマンド配信中の質疑応答は 

受け付けできませんので、何卒ご了承ください。 

 

 講  師 ： TMI総合法律事務所  小林貴恵  パートナー弁護士 

   田中一哉    弁護士 

 

 参加費： 無料  

https://www.tmi.gr.jp/uploads/document/seminar_ondemand_notice.pdf
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【開催趣旨】 

TMI総合法律事務所では、主にクライアント様を対象に情報提供の場として、無料にて月例セミナー

を開催しておりますが、第184回は「『ヘルスケア×新規事業』起業家・開発者が知っておきたい法的チ

ェックポイント」と題するセミナーを開催いたします。 

健康に対する関心の高まりや、医療費削減を目指す国の政策などを受けて、ヘルスケア産業はま

すます注目を浴びていますが、ヘルスケア領域は多様な法規制が関連する上、国民の生命・健康を

守る観点から定められた禁止事項も多く、ビジネスモデルによっては、そもそも実施ができない、また

は、実施条件が厳格であるため、事業化は非現実的である、という事態が生じやすい領域です。企画

を立上げて開発を進め、リリース直前に法的論点が判明し、再考を求められるといった事態が生じな

いようにするためには、企画立案の段階から法的検討を加えることが重要となります。このセミナーで

は、主に、ヘルスケアビジネスを企画開発されている方を対象として、ヘルスケア関連法に関して、具

体的な事例を用いて、ヘルスケアビジネスの企画立案における法的留意点をご説明します。 

また、ヘルスケアビジネスの特徴の一つに、医療関係者と協働することが多いという点が挙げられ

ますが、医療業界には一般企業とは異なる慣習やルールが存在しますので、医療関係者との関わり

においても留意すべき点は少なくありません。これらについても、協働の形態ごとに留意すべきポイン

トを具体的にご説明します。 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 
 
 

【概要】 

1．ヘルスケアビジネスを取り巻く法規制の概要 

2．企画立案における法的留意点①－健康食品を例として 

3．企画立案における法的留意点②－データを用いたビジネスを例として 

4．医療関係者との関わり方 

5．質疑応答 
 
 

【講師紹介】 

小林貴恵 

＜経歴＞ 

2002年  3月  カリタス女子高等学校卒業 

2006年  3月  一橋大学法学部卒業 

2010年  4月  早稲田大学法科大学院修了 

2010年 11月  最高裁判所司法研修所入所 

2011年 12月  第二東京弁護士会登録 

2012年  1月  TMI総合法律事務所勤務 

2020年  3月  東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科医療管理政策学修士課程（MMA）修了 

2024年  1月  パートナー就任 

 

田中一哉 

＜経歴＞ 

2007年  3月  千葉県立船橋高等学校卒業 

2012年  3月  早稲田大学法学部卒業 

2012年  9月  慶應義塾大学法科大学院中退 

2012年 11月  最高裁判所司法研修所入所 

2013年 12月  第一東京弁護士会登録 

2014年  1月  TMI総合法律事務所勤務 

2016年 10月  厚生労働省大臣官房総務課法務室の法務指導官・訟務官として勤務 

 （厚生労働省所管法令に関する法令改正、行政処分、行政指導等に関与するほか、国の 

指定代理人として、行政処分や国家賠償等に関する行政訴訟や民事訴訟に多数関与。） 

2019年 10月  TMI総合法律事務所復帰 

2019年 10月  厚生科学審議会再生医療等評価部会事務局に参画 
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【申込方法】 

以下の、本セミナー専用申込ページより、申込をお願いいたします。 

 

申込期間（会場開催） ： 2024年 6月 5日（水）10：00～同年 6月 18日（火）17：00 

申込期間（オンデマンド配信） ： 2024年 6月 5日（水）10：00～同年 7月 19日（金）17：00 

本セミナー専用申込ページ ： https://tmi.smktg.jp/public/seminar/view/22369 

 

※事前質問は、会場開催の申込期間のみ受け付けいたしますので、予めご了承ください。 

※会場開催へのお申込について 

・1 社 2 名様まで、先着順の受付とさせていただきます。定員になり次第お申込受付を終了いたします

ので、何卒ご了承ください。（定員：東京オフィス 120 名、名古屋オフィス 30 名、大阪オフィス 20 名、

神戸オフィス 15名、福岡オフィス 20名） 

・ 後日オンデマンド配信の視聴用 URL もご案内いたしますので併せてご活用ください。 
 
 

【注意事項】 

・録音・録画はご遠慮ください。 

・恐れ入りますが、企業内弁護士・弁理士を除く弁護士・弁理士の方（企業に出向されている弁護士・

弁理士の方を含む）の参加はご遠慮ください。 

・ご登録いただいた情報から所属先の確認ができない方など、当事務所が適切ではないと判断した際

には、個別にご連絡することなくご参加・ご視聴をお断りする場合がございますので予めご了承くださ

い。 

・やむを得ず開催方式の変更、中止等が生じる可能性がありますので、予めご了承ください。 

・会場開催にあたり、体調がすぐれない方（発熱、咳など風邪の症状がある方を含みます）は、ご参加

をお控えくださいますようお願いいたします。 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

TMI総合法律事務所 

 

東京オフィス 

担当：野本・桝本・駒井 

電話：03-6438-5511（代表） 

e-mail：monthlyseminar@tmi.gr.jp

名古屋オフィス 

担当：山田・鈴村 

電話：052-219-2626（代表） 

e-mail：seminar_nagoya@tmi.gr.jp 

大阪オフィス 

担当：岡本・伊藤 

電話：06-6311-0577（代表） 

e-mail：seminar_osaka@tmi.gr.jp

神戸オフィス 

担当：松本・神田 

電話：078-291-5151（代表） 

e-mail：seminar_kobe@tmi.gr.jp 

福岡オフィス 

担当：松村・戸渡・秋本・井伊 

電話：092-402-1120（代表） 

e-mail：seminar_fukuoka@tmi.gr.jp

 

https://tmi.smktg.jp/public/seminar/view/22369

